
船橋市小児指定疾病医療費助成事業実施要綱に基づく支給額に関する要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、船橋市小児指定疾病医療費助成事業実施要綱（以下「要綱」とい

う。）第１４条の規定により、事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 対象患者 要綱第２条第１項に規定する対象患者をいう。 

⑵ 対象医療 要綱第２条第２項に規定する対象医療をいう。 

⑶ 対象患者の保護者 要綱第４条第１項に規定する対象患者の保護者をいう。 

⑷ 成年患者 要綱第４条第１項に規定する成年患者をいう。 

（負担上限月額） 

第３条 要綱第４条第２項第１号に規定する市長が定める額（以下「負担上限月額」とい

う。）は、次の各号に掲げる対象患者の保護者又は成年患者の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

⑴ 次号から第６号までに掲げる者以外の者 15,000円 

⑵ 次のイ又はロに掲げる者（次号から第６号までに掲げる者を除く。） 10,000円 

イ 対象患者及び対象患者の生計を維持する者（以下「対象世帯員」という。）につ

いての対象医療のあった月の属する年度（対象医療のあつた月が４月から６月まで

の場合にあっては、前年度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定に

よる市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。）の同法第２９

２第１項第２号に掲げる所得割（同法第３２８条の規定によって課する所得割を除

く。以下同じ。）の額を合算した額（以下「所得割合算額」という。）が251,000

円未満である場合における対象患者の保護者又は成年患者 

ロ 対象患者が、対象医療について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなけ

ればならない者であって、同一の月に受けた対象医療につき健康保険の療養に要す

る費用の額の算定方法の例により算定した額が50,000円を超えた月数が、申請を行

った月以前の１２月以内に既に６以上ある者（以下「高額治療継続者」という。）

である場合における対象患者の保護者又は成年患者 

⑶ 対象患者及び対象世帯員についての所得割合算額が71,000円未満（対象患者が高額

治療継続者である場合にあっては、251,000円未満）である場合における対象患者の

保護者又は成年患者（次号から第６号までに掲げる者を除く。） 5,000円 

⑷ 次のイ又はロに掲げる者（次号から第６号までに掲げる者を除く。） 2,500円 

イ 市町村民税世帯非課税者（対象患者及び対象世帯員が、対象医療のあった月の属

する年度（対象医療のあった月が４月から６月までの場合にあっては、前年度）分

の地方税法の規定による市町村民税を課されない者（市町村（特別区を含む。以下

同じ。）の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものと

し、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除

く。）である場合における対象患者の保護者又は成年患者をいう。次号において同

じ。） 

ロ 対象患者が高額治療継続者であって、対象患者及び対象世帯員についての所得割

合算額が71,000円未満である場合における対象患者の保護者又は成年患者 

⑸ 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、対象医療のあった月の属する年の前年（対

象医療のあった月が１月から６月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号



において同じ。）中の公的年金等の収入金額（所得税法（昭和４０年法律第３３号）

第３５条第２項第１号に規定する公的年金等の収入金額をいう。）、対象医療のあっ

た月の属する年の前年の合計所得金額（地方税法第２９２条第１項第１３号に規定す

る合計所得金額（所得税法第２８条第１項に規定する給与所得を有する者について

は、当該給与所得は、同条第２項の規定により計算した金額（租税特別措置法（昭和

３２年法律第２６号）第４１条の３の３第２項の規定による控除が行われている場合

には、その控除前の金額）から１０万円を控除して得た額（当該額が０を下回る場合

には、０とする。）によるものとし、所得税法第３５条第２項に規定する公的年金等

の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第１号に掲げる金額を控除

して得た額とする。）をいい、当該合計所得金額が０を下回る場合には、０とす

る。）及び対象医療のあった月の属する年の前年に支給された特別児童扶養手当等の

支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に基づく特別児童扶養手当その他の

給付（以下「手当等給付」という。）を合計した金額の合計額が８０万円以下である

者 1,250円 

⑹ 対象患者及び対象世帯員が、対象医療のあった月において、被保護者（生活保護法

（昭和２５年法律第１４４号）第６条第１項に規定する被保護者をいう。以下同

じ。）である場合における対象患者の保護者又は成年患者 0円 

２ 対象患者と生計を一にする者（以下「算定対象世帯員」という。）が対象患者である

場合における負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる対象患者の

保護者又は成年患者の区分に応じ、当該各号に定める額に医療費按分率（対象患者及び

算定対象世帯員に係る同号に掲げる額を合算した額をもつて同号に掲げる額のうち最も

高い額を除して得た率をいう。）を乗じて得た額（その額に１０円未満の端数があると

きは、これを切り捨てた額）とする。 

３ 対象患者が難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号。以下

「難病医療法」という。）第７条第１項に規定する支給認定を受けた指定難病（難病医

療法第５条第１項に規定する指定難病をいう。）の患者（以下「難病患者」という。）

又は児童福祉法（平成２２年法律第６４５号。以下「法」という。）第１９条の２に規

定する医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童等（以下「小児慢性特定疾病児」

という。）である場合又は算定対象世帯員が難病患者若しくは小児慢性特定疾病児であ

る場合における負担上限月額は、第１項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる対象患

者の保護者又は成年患者の区分に応じ定める額から次の各号に掲げる額を減じて得た額

とする。 

⑴ 難病患者が難病医療法第５条に規定する特定医療における月額自己負担額 

⑵ 小児慢性特定疾病児が法第１９条の２に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援に

おける月額自己負担額 

 （対象世帯員） 

第４条 前条、次条及び第７条に規定する対象世帯員は、次の各号に掲げる対象患者の区

分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、対象患者の保護者又は成年患者が満１

８歳に達する日の前日に当該成年患者の保護者であった者であって、当該成年患者が満

１８歳に達する日以後においても同様の関係にあると認められるものが後期高齢者医療

の被保険者である場合（第２号に掲げる場合に限る。）は、当該対象患者の保護者又は

当該成年患者が満１８歳に達する日の前日に当該成年患者の保護者であった者であっ

て、当該成年患者が満１８歳に達する日以後においても同様の関係にあると認められる

もの及び対象患者の加入している国民健康保険の被保険者（当該対象患者以外の者であ



って、かつ、当該対象患者と同一の世帯に属するものに限る。）とする。 

⑴ 対象患者の加入している医療保険が国民健康保険以外である場合 対象患者の加入

している医療保険各法（健康保険法（大正１１年法律第７０号）、船員保険法（昭和

１４年法律第７３号）、国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）、地方

公務員共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）及び私立学校教職員共済法（昭和２

８年法律第２４５号）をいう。第７条第１号において同じ。）の規定による被保険者

等（対象患者以外の者であって、かつ、健康保険法の規定による被保険者（同法第３

条第２項に規定する日雇特例被保険者を除く。）、船員保険法の規定による被保険

者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合

員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保

険法第１２６条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康

保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にあるものをいう。第７条

第１号において同じ。） 

⑵ 対象患者の加入している医療保険が国民健康保険である場合 対象患者の加入して

いる国民健康保険の被保険者（対象患者以外の者であって、かつ、対象患者と同一の

世帯に属するものに限る。） 

（所得割合算額） 

第５条 第３条第１項第２号イ、第３号及び第４号ロに規定する所得割合算額の算定につ

いては、次の各号に掲げる対象患者の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するもの

とする。 

⑴ 対象患者が医療保険各法の規定による被保険者等である場合又は被保護者である場

合 対象患者の市町村民税の所得割の額 

⑵ 対象患者の保護者が前条ただし書に該当する場合又は対象患者が同条第２号に掲げ

る区分に該当する場合 対象患者の市町村民税の所得割の額及び対象患者に係る対象

世帯員の市町村民税の所得割の額 

⑶ 対象患者が前２号のいずれにも該当しない者である場合 対象患者に係る対象世帯

員の市町村民税の所得割の額 

２ 前項の算定に当たって、対象患者又は対象患者に係る対象世帯員が指定都市（地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市をいう。以下同

じ。）の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の

区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 

（手当等給付） 

第６条 第３条第１項第５号に規定する手当等給付は、次の各号に掲げるものとする。 

⑴  国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金

及び寡婦年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４

号。以下「昭和６０年法律第３４号」という。）第１条の規定による改正前の国民

年金法に基づく障害年金 

⑵  厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）に基づく障害厚生年金、障害手当

金及び遺族厚生年金並びに昭和６０年法律第３４号第３条の規定による改正前の厚

生年金保険法に基づく障害年金 

⑶ 船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに昭和６０年法律第３４号第５条

の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金 

⑷ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律

（平成２４年法律第６３号。以下「平成２４年一元化法」という。）附則第３６条第



５項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とす

るもの並びに平成２４年一元化法附則第３７条第１項に規定する改正前国共済法によ

る年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国

共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの 

⑸ 平成２４年一元化法附則第３２条第１項の規定による障害一時金 

⑹ 平成２４年一元化法附則第４１条第１項の規定による障害共済年金及び遺族共済年

金 

 ⑺ 平成２４年一元化法附則第６０条第５項に規定する改正前地共済法による職域加算

額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成２４年一元化法附則第６１条

第１項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事

由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付

事由とするもの 

 ⑻ 平成２４年一元化法附則第５６条第１項の規定による障害一時金 

 ⑼ 平成２４年一元化法附則第６５条第１項の規定による障害共済年金及び遺族共済年

金 

 ⑽ 平成２４年一元化法附則第７８条第３項に規定する改正前私学共済法による年金で

ある給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成２４年一元化法附則第

７９条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付

事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を

給付事由とするもの 

⑾ 移行農林共済年金（厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を

図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律（平成１３年法律第１

０１号）附則第１６条第４項に規定する移行農林共済年金をいう。）のうち障害共済

年金及び移行農林年金（同条第６項に規定する移行農林年金をいう。）のうち障害年

金並びに特例年金給付（同法附則第２５条第４項各号に掲げる特例年金給付をい

う。）のうち障害を支給事由とするもの 

⑿ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律（平成１６年法律第１６６

号）に基づく特別障害給付金 

⒀ 労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）に基づく障害補償給付及び障害

給付 

⒁ 国家公務員災害補償法（昭和２６年法律第１９１号。他の法律において準用する場

合を含む。）に基づく障害補償 

⒂ 地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）に基づく障害補償及び同法に

基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの 

⒃ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手

当及び特別障害者手当並びに昭和６０年法律第３４号附則第９７条第１項の規定によ

る福祉手当 

（算定対象世帯員） 

第７条 第３条第２項に規定する算定対象世帯員は、次の各号に掲げる対象患者の区分に

応じ、当該各号に定める者とする。 

⑴ 対象患者が第４条第１号に掲げる区分に該当する場合 対象世帯員及び対象患者の

加入している医療保険各法の規定による被保険者等の被扶養者 

⑵ 対象患者が第４条第２号に掲げる区分に該当する場合 対象世帯員 

附 則 



１ この要領は、平成２６年１２月２４日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２７年１月１日の前日において、改正前の要綱第７条の規定に基づく対象患者と

して登録を受けていた者、又は法第２１条の５の規定に基づく事業に係る医療の給付又

は医療に要する費用の支給を受けていた者であって、平成２７年１月１日から継続して

第７条の規定に基づく対象患者として登録を受けている者に係る第３条第１項の規定の

適用については、平成２９年１２月３１日までの間、次の表の上欄に掲げる同項の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。（第２号ロ及

び第４号ロの規定については除く。） 

  

第１号 15,000円 10,000円 

第２号 10,000円 5,000円（ロの場合にあっ

ては、2,500円） 

第３号 所得割合算額が71,000円

未満（対象患者が高額治

療継続者である場合にあ

っては、251,000円未満） 

所得割合算額が71,000円

未満 

5,000円 2,500円 

附 則 

 この要領は、平成３０年７月１日から施行する。 

附 則 

１ この要領は、平成３０年９月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の船橋市小児指定疾病医療費助成事業実施要綱に基づく支給額に関する要領の

規定は、平成３０年９月１日以降に行われる小児指定疾病医療支援に係る小児指定疾病

医療費の支給等について適用し、同日前に行われた小児指定疾病医療支援に係る小児指

定疾病医療費等の支給等については、なお従前の例によるものとする。 

附 則 

この要領は、令和２年７月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和３年２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の船橋市小児指定疾病医療費助成事業実施要綱に基づく支給額に関する要領

（第３条第１項第４号イ中「（特別区を含む。以下同じ。）」を加える部分及び「にお

ける児童等の保護者」を削る部分を除く。）の規定は、令和３年７月以降分の小児指定

疾病医療費の助成について適用し、同年６月以前分の小児指定疾病医療費の助成につい

ては、なお従前の例による。 

   附 則 

 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 


